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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前１０時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（江守 勲君） 各議員におかれましては、お忙しいところご参集いただき、

ここに１０日目の議事が開会できますこと、心から厚く御礼申し上げます。 

 なお、本日傍聴に来庁されました皆様には、傍聴心得を熟読され、ご協力いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくご協力お願い申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 一般質問～ 

○議長（江守 勲君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 次に、５番、滝波君の質問を許します。 

 ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） それでは私のほうから、３点について質問させていただき

ます。初めに町立診療所と地域包括ケアシステムについて、２つ目は中山間地域

における小さな拠点づくりの研修を経て、そして３つ目に空き家の対策について

ということであります。 

 初めに、町は町立診療所を建設する理由として、地域包括ケアシステムの根幹

である医療提供体系を整備し、町内の在宅医療の充実、医療と介護の連携を図る

ためといたしております。 

 町は福井大学や地元医療機関と協議を進め、ようやくここまで来ました。ただ

少し懸念することは、１、指定管理者となる福井大学の狙いと本町の狙い、若干

違いがないでしょうか。うまくかみ合うのでしょうかということと、２つ目には

町の組織体験の中で診療所をどう位置づけていくのかということであります。 

 初めに、指定管理者となる福井大学との件でありますが、今回、指定管理者に

指定するということで話を伺っておりますが、通常、指定管理者を指定するには

募集要項や要求水準書等の作成をし、公募いたします。指定を受けようと考えて

いる業者は、募集要項等に沿ったみずからの運営方針等をプレゼンテーションし、

それを受け、複数ある業者の中から最もすぐれているものを指名いたします。し



 －226－ 

かし今回は、診療所という特殊な状況の中で、当初から福井大学と協議をし、構

築を重ねてまいりました。今回、公募せずに指定管理者を決めるということにな

っております。 

 ８月に指定管理者選定委員会で指定管理者の指定を行いました。そこで、選定

委員会では、何を基準として指定管理者の指定をしたのでしょうか。町と福井大

学でこれまで診療所の運営等において協議をしていたのですから、ぜひその辺は

お聞きしたいし、あわせて町の要求といいますか、どういった指定管理者になっ

てほしいという水準等もありましたらお知らせをいただきたいなと。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 指定管理者の募集に当たっては、議員おっしゃると

おり大学を前提として募集した形になります。これは条例にも定められていると

おり、候補者として選定する場合、特定の事業者さんとできるということになっ

ておりますので、そちらの条項を採用させていただいております。 

 指定管理者はまだ指定はしておりません。指定管理候補者として指定させてい

ただいております。町内の先生方、それから大学関係者、それから永平寺町の職

員をもっていろいろ協議を重ねて、こういった診療体制を設けたらやっていける

ねというところまで詰めて募集要項を定めて、それに基づいて選定委員会の決定

のもとにプレゼンを行いまして、候補者として選定させていただいております。 

 今後、基本協定等を詰めまして、３月議会において指定管理者として指定いた

だくという議決をいただく予定でございます。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） ということは、選定委員会はある意味、指定管理者を指定

する流れの中で、言い方悪いですけど、半ば形式的に行ったという感じで捉えれ

ばいいんですかね。それとも福井大学からいろいろこういう方針でという構想の

もとに指定したということでしょうか。構想がありましたら、簡単にお知らせい

ただいたら。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 募集要項において診療業務と管理の基準、それから

前提条件ですね、見込みの患者さんの数、環境への配慮、バリアフリーへの配慮

等々を募集要項に定めまして、それに基づいた事業計画をプレゼンいただいてお

ります。それに基づいて選定委員さんのほうで審査いただいて選定していると。

当然、複数の事業者様は申し込みいただいておりませんので、審査基準としては
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点数を設けて、それ以下であれば当然指定しないという判断も設けておりました。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） それでは、もう少しわかりやすく聞きますけれども、当初、

この診療所を核として地域包括ケアを確立していこうという思いは町にはありま

したよね。そして、大学側はいわゆる総合医を育てる、育成していくという思惑

がありました。それがかみ合って、今回、診療所を福井大学とともにつくってい

こうという流れなんかなと思うんですけれども、要は町の考え方として地域包括

ケアシステムというものの核にこの診療をなっていただきたいと。そのためのこ

とも含めて指定管理をするということでいいんですか。 

 要は診療所をただ運営していくということのみならず、地域包括ケアシステム

の確立の核になっていただきたいというようなことも含めての指定管理なんでし

ょうか。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） おっしゃるとおりでございます。大学としては当然

に総合医の育成ということも狙いにはございますけれども、福井大学の使命とし

て永平寺町の地域医療を守るということも使命として持っておられます。永平寺

町としては、高齢化社会の中でふえていく重度者の方の対応。地域包括ケアシス

テムの中では対応として非常に重要なことだと思っております。要介護認定者は

今１，０６０人ぐらいおられますけれども、そのうちの重度者、要介護３以上の

方は増加傾向にあります。今現在、３０年度現在１，０６０人の方のうち４５０

人が要介護３以上の方でございます。この方たちの状態、医療は絶対必要になっ

てきますので、支える医療ということを目的に、外来プラス訪問診療の充実とい

うことを狙っているわけです。 

 訪問診療自体を町内の先生方がどうしても支え切れない状態でありますので、

こちらのほうを重点的に永平寺町としては確保していきたい、適正な受療体制の

確保としていきたいというところから発想としてはございます。 

 大学としての地域医療を守るということ、それから総合医の育成、永平寺町の

思惑である、思惑と言うと言葉悪いですね。永平寺町の狙いである在宅医療の充

実というところの接点から、今回の診療所の計画ということになっております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 地域包括ケアシステムの一日も早い構築が求められておりま
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す。 

 今ずっと自助、共助、協働、公助、こういったことをしていく中で、今やはり

少子・高齢化が進んでまいります。今よりも年々、年々、高齢化率も上がってき

ております。一方、そういった今までの特別養護老人ホームであったり、いろい

ろな施設はそれに合わせてふえていくことはない。 

 それともう一つ、この永平寺町では、福井市、坂井市の医療機関が在宅医療で

来てくれるお医者さんもあるんですが、距離が超えていきますと来てくれる、在

宅医療をしていただけるお医者さんが少なくなっていきます。半径１６キロとい

う法律がありますので、なっていきますし、お医者さんの数も少なくなってくる。

そういった中で、福井大学医学部があるこの永平寺町の中で、将来を見据えた、

もう喫緊の課題だと思っておりますが、この地域包括ケアシステムの構築の一つ

の安心といいますか、在宅で介護される方、これからふえてくると思います。そ

ういった方々のためにといいますか、安心のための一つの大きな診療所になると

思っております。もちろん地元の町の診療所の先生方とも連携をとりながら、そ

ういった医療の面で住民の皆さんを支えていくことができると思っております。 

 それとやはり福井大学医学部が永平寺町にあるということが一つ大きな財産と

いうことになりまして、実はこの永平寺町、何度も申し上げていますがお医者さ

んの数が、６５歳以上の人口の割合でお医者さんの数が１，７５０自治体のうち

４番目か５番目に多い町なんです。それは福井大学医学部があるから、お医者さ

んがいっぱいいるから。いろいろな市町を見てみますと、お医者さん不足で困っ

ている町もある中で、この恵まれた環境を診療所を通して安心につなげていく。

そういったことで今、連携をとってやっていこうと思っております。 

 もう一つは、福井大学医学部としても総合医を育てる。今言いました過疎のお

医者さんがいないところのお医者さんを育てていくというのも大事なところであ

りまして、そういったところでもお互いにいいところがあるというそういった点

もありますので、しっかりとやっていきたい。 

 ただ、町としましてはしっかり診療所をしていきますので、しっかりと住民の

サービスにつながるような契約であったり、また要望であったり、そういったこ

とはしっかりしていきたいと思っております。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 今の町長の答弁で、やはり通常の診療所とはちょっと意味

合いが違うという、普通は無医村とかそういう地域に公が診療所をつくって医師
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を派遣してもらうという、それではないということですよね。それは最初からわ

かっていたんですけれども、なかなか町民は理解できないというところで、今な

ぜ町に町立診療所かという疑問はたびたびありますので。 

 それで、在宅医療というところを、町からいただいた資料の中でたまたまあっ

たんですが、病院医療と連携し、適切な在宅医療を行うには、在宅療養支援診療

所として登録して、２４時間対応の医師、看護師を配置する必要があり、介護サ

ービスの連携なども要件となってくると。これに当てはまるということでいいん

ですね。いいんですね。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 在宅療養支援診療所としての運営を目指しておりま

す。これは医師、看護師、それから２４時間体制ということになるんですけれど

も、常に配置しているという体制ではございません。オンコールという電話連絡

等で対応するということでも可能にはなっております。全国的に在宅医療を推進

するには在宅療養支援診療所がふえていくということが非常に望まれるところで

すけれども、ドクター１人、看護師さん１人、例えばそこで２４時間、外来もや

って夜中の往診も対応するというのは非常に激務であるということから、ここ数

年、その診療所がふえている、手を挙げる先生方がふえている状況にはありませ

ん。町内の先生方も一時期、在宅療養支援診療所として頑張っておられましたけ

れども、外来の激務等もありまして手をおろしたということも聞いております。 

 永平寺町として在宅医療を進める上で、新診療所ができるというのは非常に心

強いことだと思っておりますし、大学と連携した中で複数のドクターが確保でき

るという体制。開設するドクターが手を挙げたとしても、お一人になってしまい

ます。大学の連携の中で複数の医師を確保して、なおかつ育成して、複数の看護

師さんも連携できるというところは非常に大きなメリットだということを思って

おります。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、滝波議員、ちょっと話戻りますが、町立診療所というこ

とで住民の皆さんが外来のお医者さんをつくるのかなという誤解をされている方

もたくさんいらっしゃるのも重々承知して、しっかり説明していかなければいけ

ないなとも思っております。 

 町立診療所って仮称で今つけていますが、とりあえず町立在宅訪問診療所（仮
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称）という名前で、名前からちょっとイメージをしてもらえるように変えていこ

うと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 先ほど課長が答弁されたとおり、なかなか在宅医療支援診

療所という激務やという苛酷な労働やということでなかなかふえていかないとい

うことで、そういう意味では今回、福井大学の協力をいただいて、逆にその背景

があったからこそすばらしい診療所ができるのかなと期待をしているところであ

ります。 

 それでは次に、では町の組織体制の中で診療所というのはどういう位置づけに

なるのかということでありますが、教育民生常任委員会では１１月１５日、島根

県の飯南町に町立病院と地域包括ケアシステムの先進地ということで視察をしに

いきました。当日は課長も一緒に同行していただいたわけですけれども、少しそ

の例を話をさせていただきたいと思います。 

 飯南町は人口４，９４０人、高齢化率４４．２％の山間地域であります。小さ

い町でありますけれども、小学校、中学校、そして高校もあるという地域であり

ます。宝島社が行っている田舎暮らしのベストワンに３年連続なっているという

地域でありました。田園回帰が進み、移住者が増加していますけれども、人口は

若干減る傾向にあるというところでありました。 

 町を車で歩きますと、田んぼのあぜがどこへ行ってもきれいに草刈りをされて

いて、その風景は心温まるような感じでありました。その草刈りは行政が号令を

かけて行っているのではなく、農家が当たり前のようにして草刈りをきれいにし

ていると。伸びていたらみっともないという気持ちになるのではという地元の人

のお話でありました。 

 ここの町長は、就任当初から定住促進のためには医療、福祉、教育が充実して

いなければならないと力を入れておりました。町立病院は職員１００人で、診療

所２施設を持ちながら、病床４８床で、入院、外来、救急、訪問診療などを行っ

ています。町内にはほかに医院が１カ所あるという状況であります。 

 この町立病院の改革プラン（平成２８年度作成）を見させていただきますと、

病院の基本理念は「いつまでも住み慣れたこの地域で生活してもらい、そのため

に必要な医療を持続的に提供すること」。そして、地域包括ケアシステムの構築

に向けて果たすべき役割というところに、このケアシステムは、他の分野と連携

をしていくことが必要不可欠である。そのため、地域包括ケア推進局を設置し、
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町の組織、機構の中に位置づけられている。その位置づけられている理由は、よ

り実行力のあるものにしたいということでありました。推進局は、保健、医療、

介護、福祉の連携を中心とした役割を明確にしつつ、役場の各課、町内の福祉施

設との連携を行うために月１回の会合を開いているということでありました。在

宅患者の療養により積極的に関与していく、かかりつけ医、かかりつけ病院を目

指しているというふうにありましたが、このようにここの飯南町の病院は明確に

町の組織の中で入っていると。 

 課長も資料いただいたと思うんですけれども、要は町長部局、そして教育委員

会部局、そして推進局が、半ば同一のような組織機構の図になっていたと思って

おります。その推進局のトップが病院長と。病院長は自治医大ですか、そこから

派遣されている、そこ出身の方で、四十過ぎの若い院長さんでした。非常にやる

気があると同時に、多岐にわたって地域医療に邁進しているということでありま

す。 

 町もその院長を支えながら、できるだけスムーズに実行できるようにというこ

とで、こういう組織体系をとったというふうに聞いておりますが、では本町の診

療所の位置づけは、このような位置づけということで考えてよろしいんでしょう

か。ではなくて、違うのということであったら、ぜひどういう位置づけにするの

かお聞かせいただきたい。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 現状では指定管理で大学に経営をお任せするという

ことになります。直接永平寺町から命令権というか支配下には入ってきませんの

で、大学のほうの意向になります。 

 ただ、運営協議会というものを来年度から設けて、町内の先生方、それから永

平寺町の行政のほう、それから大学、診療所の院長という形で、あと一般の方も

含めて運営協議会というのを設ける予定です。そこでいろいろご意見いただきな

がら、診療体制の整備であったり、進めていきたいということを思っております。 

 永平寺町に今まで医療行政という部門がございませんでしたので、その点につ

いては非常に我々としては弱いと思っております。飯南町の場合でいけば、自治

医大出身の先生方が、たしか県の職員で派遣されている方と町の職員になってお

られる方がおられました。自治医科大卒の先生にしてみれば、ある程度使命もあ

りますし、志高いところもあります。そういった点で飯南町の医療行政の一角と

して地域包括ケア推進局、横の連携もとりながら医療行政に特化した部分も進め
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ていくというところは非常にうらやましい体制であったなということは記憶して

おります。 

 それから、何よりも飯南町の住民の方が非常に意識が高く、危機感も持ってお

られるんだと思います。介護予防の運動についても３人１グループなりで、永平

寺町でいうと百歳体操のような活動を、２年間でたしか四十七、八、５０近い団

体が立ち上がっているということを聞いてびっくりいたしました。永平寺町でも

２６年から百歳体操を進めておりますが、まだ２０にちょっと満たない程度の組

織というか活動が見られております。この辺についても鋭意進めていく必要があ

ると思いますし、飯南町のレベルとは大分差があるなという思いをしたところで

す。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この事業を始めるに当たりまして、福祉保健課の職員、本当

に医療について勉強、また地元の診療所の先生方からのご指導を受けながら頑張

ってまいりました。 

 最初に本当に今、課長の答弁のように医療が物すごく弱かった。今もそういう

ふうに答弁しておりましたが、ただ、しっかりと積み上げ、いろいろな知識をつ

けて積み上げをしてきている中で、きょうに至っているところもあります。 

 それと今回、福井国体が本当に皆様のおかげをもちまして終了しました。国体

推進課の職員もこの成功に向けて一生懸命取り組んでいただきましたが、今、一

段落つきましたので、１２月に異動させていただきました。その中で福祉課の職

員を１人充実していくのと、さらなる職員の充実というものも図っていきまして、

そこではただ、福祉課だけの診療所ではなしに、議員も心配されていますように

保健師であったり住民生活課であったり、または学校、教育委員会であったり、

こういった連携をしっかりとつくっていくことが、横のつながりですよね。今回

もいろいろ議会の中で横のつながりについてまたご指摘もいただきましたが、し

っかりと横のつながりで各課が持っている仕事とこの診療所をどう結びつけて、

その仕事が成果を上げることができるかということもしっかりと考えながらやっ

ていかなければいけないなと思っております。 

 今、町ではそういった中で毎週金曜日に調整会議というのをやらせていただき

まして、私がヒアリングを受けるんですが、それまでに課内でまず話し、そして

関係する課と話をした中で、ボトムアップのそういった仕組みもつくっておりま
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すので、ぜひこの診療所、福祉保健課だけじゃなしにいろいろな広がりを見せて

いけばいいなと思っておりますので、またご指導よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 飯南町と背景が違いますので、飯南町は町立病院、一つの

医院はありましたけれども、基本、町に一つの病院ということで、そこが核にな

るというのは当然のことであります。 

 ただ、本町の場合は、あくまでも病床を持っていない診療所ということであり

ますし、その他地域には医院も幾つかありますから背景が違うなというのはわか

っているんですけれども、ただ、進める目的は同じだろうと思うんですよ。ケア

システムの確立ということで。 

 先ほど課長から運営協議会ということでお話をいただきました。ぜひ地域の病

院の先生も、今回いい機会でいろいろご意見をいただいていますから、その先生

方もあわせてやっていただきたいと思いますし、運営協議会ということではなく

て、飯南町では推進局というような言い方もしております。何かそのイメージが

非常に私も新鮮やったわけですけれども、何かそんな名称も少し工夫しながらや

っていただきたいなと思います。 

 ただ、行政の中で核になるのがやっぱり福祉保健課、もっと言うと保健師さん

ですかね。――福祉保健課。そこがやっぱりかなり頑張らないといけないと思い

ますし、ぜひやっていただきたいのと、新しい診療所の先生がどういう方が来ら

れるかはわかりませんけれども、ぜひその方に期待も込めて、あるいはその方が

できるだけ中心となりますか、飯南町みたいにやる気がある人ならば、ぜひその

方がスムーズに実行できるような下支えとともにやっていただけるような組織を

つくってほしいなと思っております。 

 各課連携というのはまさにそういったことも必要ですし、やはり町のトップは

町長ですので、ぜひそこを含めていいものをつくっていただきたいなと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

 何かありましたら。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 診療所では外来医療、それから在宅医療、それから

多職種連携という業務も当然大きな使命を持つことになります。診療所の先生方

だけでできる話ではございません。町内の医療関係、例えば歯科医の先生、それ

から薬剤師の先生方、そういった訪問歯科診療とか訪問しての薬剤管理であった
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り、投薬指導であったりというところも地域包括ケアシステムの中では見込まれ

た活動でありますので、先生方、それから多職種の介護事業者も含めた関係者が

集まっての会議、個別のケア会議であったり町の方針としてこういった体制で進

めていこうという、こういった内容で進めていこうといった会議も中心的に会議

を開いていっていただきたいと思っています。 

 病院とすれば、病院から退院した後、在宅に戻った場合の管理。これは福井県

の入退院支援ルールというものがありまして、流れとしては縦の流れ、病院関係、

診療所関係、病診連携とも言いますけれども、この辺の流れの中で活動していく。

在宅に戻ってからは医療関係者、介護事業者、それから薬剤師関係の横のつなが

りを持って在宅の生活を支えていくという流れが見込まれますので、この辺の統

括的な役割を診療所も、それから地域包括支援センターも交えた中でつくってい

きたいと思っております。 

 運営協議会の中には一般の方、それから歯科医の先生、それから町内の内科医

を中心とした先生、それから看護協会の方、それから介護事業者さん、それから

訪問看護の関係者の方などを想定しております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、運営協議会はどちらかといいますと町全体を支えていた

だいている皆さんと一緒にこの診療所のあり方、またどういうふうに連携をして

いくかというのを協議していただくというのと、もう一つ、町としましては役場

としてこの診療所運営をしっかりしていただくということと、もう一つは今ほど

滝波議員もおっしゃっていますようにどういうふうに診療所のこの機能を町のい

ろいろな機能と結びつけていくかということになりまして、この２つが連動して

やっていくようにも、診療所と３つが連動してなっていくようになると思います

ので、役場としてはしっかりと住民の安心のためにいろいろな施策と結びつけて

いくように取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） わかりました。 

 なかなか一回では理解が難しいんですけど、例えば飯南町はこんな絵を出しな

がら説明していただいたのでわかりやすかったので、ぜひ今のような話も、絵描

いていただくと私どもはわかりやすいなと思うんで、ぜひそういうふうな説明も

お願いしたいなと思います。 

 それでは、次の質問に伺いたいと思います。 
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 中山間地域における小さな拠点づくりの研修を経てということでありますが、

これも１１月１４日、教育民生常任委員会で島根県の中山間地域研究センターを

視察いたしました。そこで、島根県各地で取り組まれている小さな拠点づくりの

現状を視察しました。 

 本町では、少子・高齢化を初めとする多様な地域社会の課題を、行政だけでは

解決困難であり、地域住民の協力が不可欠であります。そして、地域の課題を地

域住民みずからが解決を目指し、行政が支援していくという社会を目指す必要が

あると思います。 

 本町では、自主防災組織や自治振興会、公民館といった活動団体が主でありま

すが、その活性化を目指してまいっております。現状も踏まえて、住民自治ある

いは公民館の現時点での成果も含めて、どのように達成できているかをお聞かせ

いただきたいなと思います。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（坂下和夫君） ただいまのご質問で、まず生涯学習課といたしまし

ては公民館活動の現状ということで現在の状況をご説明したいと思います。 

 公民館活動につきましては、松岡公民館、永平寺公民館、上志比公民館に現在

それぞれ公民館主事を配置いたしまして、午前８時半から午後５時半まで常勤で

公民館長とともに公民館活動の企画、運営、公民館の事務ということで事務をと

っております。 

 住民の自主的な活動を支援するとともに、誰でも気軽に公民館に足を運んでい

ただくことから公民館活動の活性化を図ろうということでございます。また、児

童館、放課後児童クラブ、学校との連携、女性ネットワークや女性連絡協議会と

の連携、高齢者学級との連携など、幅広い世代を対象にしました企画講座なども

実施しております。 

 地区公民館では、地域の状況や特性を生かした公民館まつり、またその公民館

のある地域の自然環境を生かしたような地域独自の事業も展開しているところも

ございます。誰でも集まりやすく、活動が広がるような公民館を目指して努力し

ているところでございます。 

 また、ことしの文化祭では、ひまわりの背高のっぽ大会というのを永平寺地区

の公民館がいたしまして、その表彰を行いました。この表彰につきましては、４

メーター程度高くなるヒマワリの高さを競う大会を企画しまして、地域と地域、

公民館と地域とのつながりが深まるように工夫したものでございます。 
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 松岡公民館では、人が集い、楽しい公民館となることを目指しまして、新しい

企画講座ですとか、利用しやすく活気ある公民館を目指して、今、取り組んでい

るところです。 

 上志比公民館につきましては、ことしについては活動の活というテーマをつけ

まして、連続して終活ですとか笑活とか、そういうテーマにした企画講座を行い

ましたり、また子どもたちが喜ぶような教室につきましても現在行っております。 

 このように各公民館で人が集まる公民館づくりに頑張っていただいているとこ

ろでございます。 

 生涯学習課につきましては、来年度、社会教育主事の資格を取るために受講す

る予定でございますし、効果的な社会教育活動を行う体制づくりを初め、公民館

活動がより活発になるために支援したいと、今、努力したいと思います。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

 ○５番（滝波登喜男君） 今回の小さな拠点づくりというのは、どちらかといいま

すと公民館ということよりも、みずから地域を支え合うという自治組織といいま

すか、そういうような小さな拠点という、ある建物が拠点というんじゃなくて、

多分、その幾つかの範囲を拠点というようなとり方をしているのかなとは思って

いるんですけれども、中山間地域研究センターのとこだけ少しお話をさせていた

だきます。 

 平成１０年に設立し、中山間地域の暮らしの受け皿づくりや産業振興、雇用の

創出の視点から地域が抱えている課題について調査研究を進めることや、小さな

拠点づくりに向けた現場支援などを行っています。小さな拠点づくりというのは、

ご存じのとおり総務省や国交省、さまざまなところで補助事業がありますが、特

にこのセンターはノウハウを持った研究員が行政の職員とともに、あるいは行政

職員の支援を行いながら、現場に行って直接そういうような自治組織をつくるた

めのきっかけづくりといいますか、そういうふうなことをやっているということ

であります。非常にその研究員の方は、時間はかかることやとは言っておりまし

た。でも、彼らはノウハウを持っていますし、ある意味、役場職員という位置づ

けではありませんから、第三者が的確に、客観的にその状況を踏まえた手だてを

指導してくれるというかアドバイスしてくれるという組織であります。 

 このセンターをつくった島根県、あと島根県を中心としたああいう地域という、

山間地域ならではの発想かもわかりませんけれども、非常に先見性があったなと
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思っております。 

 幾つかの例を聞かせていただきましたが、例えば地域に新聞屋さんがなくなっ

たと。もう新聞が入ってこないと。じゃ、住民が協力して、その新聞販売店をや

りましょうというふうな話で配達しながら、当然、利益もありますから、それは

手伝っている方に還元をしながらというようなことが一例なんですけれども、そ

ういうふうに地域が困っていることをみずから何とかしようというようなこと

で、その意識づけをつくっているということですが、そういったところというの

は福井県にはないですよね。ありますか。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（坂下和夫君） 議会で研修に行かれました島根県の飯南町、こちら

につきましては鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県による共同事業という

ことで、中国地方の中山間地域の振興協議会の共同研究機関として設立されたと

いうことでございます。 

 組織的にも今ご説明ありましたように専門の方ですとか、県の職員ですとか、

いろいろな方が入られまして、例えば先ほどの医療関係ですとか、中山間地域の

支援スタッフということでも途中でスタッフ制がとられたということでございま

す。確かに先進的な取り組みで、中国地方の課題解決のために取り組んでいる、

何かモデルというんですか、先進的な取り組みだなというふうに感じました。 

 福井県につきましては、こちらの島根県というんですか、中国地方のようなこ

ういったいろんな行政というんですか、ものに係るというんですか、同様なもの

というのはないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 多分福井県にはないのかなと思うんですけれども、研修に

行ったらとってもすばらしい取り組みやなと。要はみずから自分らで、地域が困

っていることをみずから解決していきましょうと。多分、行政はそれの支援にな

っているんだろうと思います。やはりそういうところを目指さなければ、この地

域ってだんだん行政もいろんなことをやらなければならない。少子・高齢化とい

うところの中でいろんなことをやらなければならないということでありますが、

決まった財源の中で行政スタッフもそうふやすことはできないという中で、やは

り地域の協力を求めるということであります。 

 本町には自主防災組織とかといういい例もありますけれども、それも生かしな
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がら、こういう地域の課題についてやっていくというようなことが大事やなと思

っております。ぜひ職員の皆さんも、この中山間地域を一度見ていただけたらな

と思っております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 本当に自治、また住民の皆さんのいろいろな取り組みで町と

一緒にやっていくということが求められていると思います。 

 永平寺町でも今おっしゃられた自主防災組織であったり、また活発に行政に提

案をしてくれるようにもなってきておりますし、一緒にやろうというふうにも言

っていただけるようになってきております。また、地域でもいろいろな活動もし

ていただいております。健康長寿クラブの皆さんもいろいろな取り組みを、３年

日記とか、震災の歩みとか、いろいろな取り組みもしていただいております。そ

して今、例えば花谷の城山の会、城山で盛り上げようと言っていた会が、今は花

谷の皆さん、城山の会の皆さんが光明寺にも、谷口にも声をかけて、子どもたち

と一緒にやろう。何かそういったいろいろなまちづくりの意識をしていただける

方がふえてきたなというふうにも思っております。 

 ただその一方、例えば今、上吉野地区はずっと実は側溝の掃除を地元の皆さん

が数十年、手弁当でやっていただいておりました。蔵王山へ登る。ただ、それが

高齢化が進んできてなかなか、意思はあるんだけどできない状況になってきたと

かそういった面もあって、逆に今までの住民の皆さんがやっていただいたことを

行政がサポートというか、やっていかなければ成り立たなくなってくるという事

例も出てきておりますし、これ実はこの前、おおい町に行っていたときにも、お

おい町長と２人でいて、河原の草刈りがきれいになっていたので「きれいになっ

ていますね」と言ったら、今までは住民がやってくれたけどやっぱり高齢化で役

場がする。ただ、役場からは違った何かをしてくださいというお願いをしている

ということで、そういった面も今いろいろ出てきております。 

 もう一度、行政がどういったところをやっていかなければいけないか。高齢化

社会に向けてやっていかなければいけないか。そして、住民の皆さんがどういう

ふうに参画をしていただくか。また、主導を持ってやっていただくか、こういっ

たこともしっかり考えていかなければいけないなというふうには思っておりま

す。 

 それとこの前、県外ですがある町が職員一人一人が各地区のコンシェルジュに

なってやるという取り組みをされているところの町長のお話も聞くことがあった
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んですが、なかなか今、職員のいろいろな業務がふえてきている中で、それをす

ると今度職員の休むときがなくなってくるというのもあります。 

 個別で入るんじゃなしに、いろいろな振興会とか地区からのお話を聞ける場と

いうのはしっかりつくっていかなければいけないなとも思っておりまして、職員

の働き方改革とかそういったのもあわせまして、そういった仕組みをつくってい

かなければいけないなというふうに思っております。 

 ただ、永平寺町ではいろいろ積極的にやってくれる方がふえてまいりましたの

で、そういった方々と連動して、またいろいろな広がりを見せていければいいな

とも思っておりますので、またよろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 本当に役場がやらなければならないのがどんどん多くなっ

てくるというのはちょっと大変だろうと思いますので、ぜひ地域住民の協力が得

られるようなこと、非常に年数はかかるかもわかりませんけれども地道にやって

いただきたいなって、そんな部署をぜひ、中心的なところはどこがやるのかわか

りませんけれどもやっていただきたいなと思っております。 

 それでは、次の質問に伺いたいと思います。 

 空き家対策についてということであります。 

 増加する空き家に対し、平成２６年、国が特措法を制定。それに基づきまして、

町は２７年に空き家等の適正管理に関する条例を定め、対策検討委員会の設置、

補助金交付要綱も定め、本年、３カ所の補助を実施し、空き家の解体が進みまし

た。 

 また、空き家バンクにより平成１８年から本年まで２２件の成約が整い、一定

の成果は見られています。 

 しかし、平成２８年度の空き家実態調査では、町内に２７４件の空き家が確認

されていましたが、１年後の２９年には３１２件と３８件も増加をしております。

実際には空き家は５２件増加し、廃棄や使用になった空き家が１４件であります

から、差し引き３８件ふえたということでありますが、実質５２件も空き家がふ

えているということになります。 

 空き家は放っておくと倒壊等、保安上危険になり、衛生上有害となり、景観を

も損なうことになります。住みたい、住み続けたい地域とはならなくなってしま

うという極めてまちづくりには大きな問題であると考えております。国も平成２

６年度の特措法以来、幾つかの関連法を整備し、空き家の問題を大きく社会問題
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と位置づけているように思われています。 

 さて、当議会では１０月２３、２４、２５日の３日間、町内９カ所、参加者１

１１名の町民にお集まりをいただき、議会と語ろう会を開催をいたしました。今

回のテーマは「町の空き家の現状について」でありました。参加者の皆様からは、

仕事でお疲れの中お集まりをいただき、貴重なご意見をたくさんいただきました。

改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 語ろう会での回答書も既に区長さんにも配られているというふうにお聞きをし

ておりますし、議員全員にも配られております。これですね。これが回答書であ

りますが、せっかく住民の意見をいただきましたので、この住民の意見を大きく

３つに分けてみました。第１は危険な空き家の安全・安心の確保、２つ目に利活

用の促進、３つ目に空き家とならないための予防推進というふうに意見を分けて

みました。 

 まず１、危険な空き家の保安、安全の確保というところでは、住民の皆さんか

らの意見を少しお話ししますと、ひとり暮らしの年金暮らしの者には空き家解体

補助５０万で始末できるわけがないとか。２つ目に、所有関係者が管理責任を負

わないなら住民の生活安全は誰が責任を負うのか。３つ目に、行政が積極的に対

象者に働きかけても、お金がないので対応できない状況なら行政が対応するしか

ないのでは。４つ目に、通学路に廃屋があるなど危険な箇所は費用の問題ではな

く対応すべきではないか。５つ目に、空き家にハクビシンがすんでいるなど切実

なご意見が出されました。 

 これに対して行政も幾つか答えをしているんですが、非常に寂しい答弁になっ

ていないかなって私は個人的に思うんですけれども、実際にこれらの意見を踏ま

えて、ぜひ対応していただきたいなと思っております。 

 そこで、危険な廃屋の倒壊等で万一町民が犠牲になった場合、所有者の全責任

とやっぱりなるんでしょうか。解体したくてもお金がない、所有者不明、相続放

棄などの場合、果たして行政の責任は問われないのでしょうか。特措法、それに

基づく条例の整備している行政に責任がないというふうに言われるかどうか非常

に疑問であります。 

 また、通学路についても子どもたちに危険だからそこは通らないで遠回りして

学校に行くようにという通学路の変更も町は学校に要請しているようであります

けれども、果たしてその対応でいいのでしょうか。 

 ちょっとご感想いただきたいなと思います。 
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○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 決して危険な場所、そこを放置しているとかそういったので

はなしに、しっかりと所有者、またはそういった方に、地区の皆さんと一緒にお

願いもしておりますし、一緒にやっております。ただ、この空き家につきまして

は、物すごく財産権、個人個人の財産権というものに守られておりまして、行政

が勝手にそこの建物をどうのこうのするということが法律的に難しくなっており

ます。 

 今、特措法ができまして、それをちょっと緩和しよう。ただ、その財産権があ

りますので、段階を追って、最初はお願いから、そして勧告。それも今、町でつ

くっております法律家の皆さんに入っていただいています審議会を通して、段階

を上げてやっていくというふうになっております。 

 実は一つ廃屋になっている事例がありまして、そこをいろいろ調べました。何

とかできないかということもやったんですが、例えばそこにほかの抵当権がつい

ていたり、いろいろな権利がまた発生していたり、それをクリアするには、かか

わっている人たちに何かしていかなければいけないとか、法律上手続をとってい

ただかなければいけないとか、非常に複雑になっているところがあります。 

 通学路とかそういったところにつきましては、今、町としましてもしっかりと

お願いとかしているんですが、なかなか越えられない、クリアしていくには大変

な壁もあります。ただ、今までの事例を見ていますと、区長さんと行政が一緒に、

地権者がわかる方には、行きますと、壊していただいたりそういったこともして

いただいている状況でもあります。 

 今のこの５０万円の助成金も永平寺町はどこよりも早く取り組んで、今、ほか

の市町もこれぐらいの上限でやるようになってきていますが、これにつきまして

も廃屋に認定される、廃屋に近い、廃屋認定になるだろうという、それも審議会

の中でしっかりと認定をいただいてから助成対象にしているというふうにしてい

ます。これも例えば全てに適用しますと、家を建てかえるときに空き家を壊すと

か、これは極端な例ですけど、ちょっとここの地面売るために、売り手がついた

でちょっと壊すのにという意味合いになりますと物すごい補助になります。しっ

かりと決め事はしていかなければいけないなと思いますが、今、国のほうもして

います。５０万円というこの上限もやはりしっかり見直していかなければいけな

いなというふうにも思っております。決して放置しているとか、しっかりと対応

はしていく。 
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 もう一つは、所有者がわからないときがあるんです。それと、財産を放棄して

いる場合。こういった場合、財産を放棄しているから行政のあれになるんかなと

僕も最初思ったんですか、それもまたちょっといろいろな手続であったり、物す

ごい大変な労力が必要になってくるというのもありますので、その労力が惜しい

とかそういう話ではないんですが、しっかりとやっていかなければいけないなと。 

 基本的にはやはり所有者の方の責任というのは大前提にあります。それは国の

財産権もありますので、そこは決して犯してはいけないところでもありますので、

それを前提にいろいろ話を進めさせていただいております。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 町の苦悩も非常にわからないわけではないです。 

 全国の多くの自治体も代執行に至るまでには非常に慎重でありますし、時間も

かかっているという現実はあります。 

 ２９年度、全国で特措法に係る助言、指導は４，２７１件ありました。でも、

代執行となるとたったの５２件という極端に減ります。支払い能力がないとわか

っていて代執行により解体します。そうなりますと、みずから動かなかったら行

政が解体してくれると、そう思う所有者が出てくるというふうな懸念もあります。

そういった中でなかなか進まないということでありますが。 

 そこで、他の市町の中には土地、建物を市に寄附することを条件に空き家を公

費で除却を進めることや、越前町のように一定期間、公共が利用することを条件

に除却の補助をするなどさまざまな手法で危険な空き家を除却しています。 

 また、代執行の中には代執行と略式代執行があります。略式とは、所有者が覚

知できないケースをいいます。その数は年々増加をしています。これは所有者が

わからないが空き家の状況がせっぱ詰まっている、やむを得ず除却しているとい

うことがうかがえます。 

 国においても、本年６月、所有者不明等土地法を制定し、公共事業における収

用手続の合理化を図るため所有権の取得ができるようにしていますし、地域福利

増進事業、例えば公園とか広場、直売所などに一定期間利用できるようにと法整

備をし、所有者不明の土地、建物を除却、利用促進できるようにしています。 

 このように地域に憩いの広場をつくることにより、危険な箇所がなくなるとい

う景観的にもよいものになるのではないでしょうか。あるいは地域の方に農園と

して貸してはどうでしょうか。そうすれば、管理面で費用がかかることもないよ

うに思われます。また、税金で個人所有の建物を除却するのですから、その除却
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費用を捻出することも考えるということもありだと思っております。 

 空き家の寄附をされる方もおられると町長の答弁でも聞いておりますが、そう

いう建物、土地を受け、それを新しい移住者に売却することで、その費用を他の

除却しなければならない建物の費用に回すことも考えられるのではないでしょう

か。よい物件は民間に、そうでないものは行政にということでは、行政は常に負

の物件を負わなければならない。このことも考え直すことが自治体の生き残りを

かけるためには必要ではあると私は考えるんですが、いかがでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） その点につきましてもいろいろなパターンがあります。例え

ば建物の所有者と地面の所有者が違う場合。そして、今おっしゃられた全てのそ

のエリアを町が寄附をいただいて、もし所有者が一緒な場合、寄附をいただいて

町が壊して、またそこを今度町は管理していかなければいけないという面も出て

きます。 

 今、町では笑来と新町ハウスを今いただいたんですが、まず笑来につきまして

はあそこは古墳がありました。その古墳をずっと寄附をしたい、町としてもやは

り管理をしていきたいという中で、ちょうどそのときに国の有利な１００％の補

助事業がありましたので、じゃ、古墳もいただこう。そして、空き家をどういう

ふうに活用してやっていったらいいのかというのもやってみようということで、

今、笑来をやっております。それと、新町ハウスにつきましては、本当にすばら

しい、まだ新しくてすばらしい、柱とかもすごい物件になったんですが、これに

つきましても初め町としては寄附は受け入れない。ただ、ちょうとそのとき、福

井県立大学が留学生の方とか、若狭の学校の方が１年こっちに来るときに、なか

なか宿舎がないということで、こういった物件ありますけど県立大学さんどうで

すかって町から提案しましたら、こんないい建物はいろいろなことで活用したい。

また、地域の皆さんとも連携をしていきたいということで、維持管理全て県立大

学ということで、所有は永平寺町になっておりますが、管理をしていただいてお

ります。 

 最初、その新町ハウスのときも本当に物すごい建物なんですけど、これを今、

町が寄附をいただくと全ての物件をいただかなければいけなくなるということ

で、町としましてはお話はお聞きしますが、またどこか使うところありませんか

というのは聞きますが、なかなかない場合はちょっと今お断りをさせていただい

ているというのが状況です。 
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 それと、どうしても大変なところ、こういったところは、僕も今、滝波議員と

一緒で、じゃ、これも寄附を受けて壊すというのも一つだよねという話もしてい

るんですが、土地と建物が違う物件、また相続放棄されていて誰が所有者かもわ

からなくなっている。それを寄附を受けることができませんので、いろいろな、

これにつきましても大きな法律の中での判断になっていくと思いますので、また

その辺しっかり、意気込みはあります。本当にこれは大きな社会問題になってい

まして、福井県でも今、１４％が空き家、永平寺町はまだ５％やったかな。永平

寺町はまだ４．５なんですが、ただ、これもふえていく方向にあると思いますの

で、皆さんが心配される。何か手を打っていかなければいけない。法律の壁をど

うクリアしていくかというのもしっかりとやっていきたいなというふうに思って

おりますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 平野副町長。 

○副町長（平野信二君） 関連してちょっとご報告しますが、空き家三百十何件のう

ち、危険だなと思われるのが今現在３２件ということで総務課のほうで調査をし

ています。もちろん建物の所有者、土地所有者、それと相続関係も調べておりま

すが、なかなか、今、町長言うように土地と建物が同じというのは少ないですね。

ですから、建物を壊すのに要するに金をかけられないという人が多いようです。

それと、ほとんど相続放棄に近いような形になっていますので、今後、いろんな

形が出てくると思いますが、それも弁護士さんとかいろんな知識を持っている人

に相談をしながら進めていきたいと思います。 

 また、その中で空き家等対策検討委員会というのがありますので、それには建

築士さんとか司法書士、宅建業者とか、そういう関係者が入っていますので、そ

の辺の協議をしながら進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 個々のケースでなかなか厳しいんだろうと思いますけれど

も、できるところからやっていただきたいなと思っております。 

 今は危険な空き家についてのお話をしてまいりました。今度は利活用促進とい

うご意見が語ろう会で幾つか出てきております。 

 ２９年の町の空き家の実態の中で、先ほど三百何十件空き家があるといううち

の危険な箇所は今、副町長が言われたとおり３２件、差し引きますと２８０件が

使用可能な、改修するなり手を加えても使用可能な空き家であります。しかし、
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空き家バンクに登録しているのはたったの５件。極端に言うと２７５件は売却や

賃貸物件ではない、すなわちあいていない空き家ということであります。 

 この状況は、空き家バンクを設けている自治体約１，０００ほどありますけれ

どもほとんどが同じような状況であります。いわゆる開店休業の状態であるとい

うことであります。登録しない理由は、先日、建設課長が答弁されたように、盆、

暮れには帰って手入れをしますよ、田畑がありますから定期的に帰りますよ、家

族の荷物がありますから帰りますよということで、所有者と空き家とのかかわり

が現実的にあるもの。また、親の世帯が死亡して相続した子どもの世帯は既に転

居していて、特に県外だろうと思いますけれども、所有者と空き家のかかわりが

なく、活用や管理、除却に全く動機がないというもの。そして、所有者にとって

思い出がある住まいを他人に貸すことは簡単にはできない。むしろ移住者の振る

舞いでご近所に迷惑はかけられない、あるいは金に困っているのではないかと思

われたくないといったような心理が働くと言われております。その消極的な心理

のハードルを越えなければ、なかなか空き家バンク、あるいは賃貸、売却という

ふうには進まないのではないかなと思っております。 

 今回の語ろう会での参加者の意見は、町が空き家をリノベーションして貸し出

せばよいのではないかとか、バンクに登録してもらうだけではなく、売り歩く販

売の手助けが必要ではないかとか、行政だけではなく第三者委員会等、地域全体

で考え、行動する組織が必要ではないか。空き家バンクの相談会ももう少し行っ

たほうが、などでした。 

 それに対しての行政の回答は非常に消極的だなって私も思えたんですけれど

も、じゃ、このご意見、私はごもっともだなというところはあります。 

 それで、調べますとやっぱりそれに応じてやっているところもあるんですよね。

ちょっと先進事例を言いますと、高知県檮原町というのかな。平成２５年度から

空き家所有者から町が１０年から２０年契約で借り上げて、トイレ、台所、風呂

場の水回りを中心に改修をし、移住者の希望者に貸していますと。５年間で１０

９人の移住者を受け入れました。改修費用は国の空き家対策総合支援事業で国が

２分の１、県が４分の１、町が４分の１の内訳で、町は４分の１の持ち出しであ

ったと。しかも安く貸してはいますけれども、家賃収入がありますので、その家

賃収入でこの改修にかかった４分の１は十分回収できていますよと。この取り組

みが成功した背景には、移住定住コーディネーターを地域の方にお願いをして、

移住希望者への相談対応や空き家紹介、仕事の情報提供まできめ細かに対応して
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いるというところがポイントやというふうに言われております。また、改修物件

を見た近隣住民や他の空き家所有者は、あのようにしてくれるならうちもやって

ほしいというふうに、みずからが改修申請にあるようになったというふうにあり

ます。 

 このように、所有者の近所に迷惑をかける、あるいは金に困っているという心

理を地域のためになるならばという動機に変えたという例だろうと思います。こ

のようなことが実際に行われているところがあります。手法はいろいろあるんだ

ろうと思いますけれども、ぜひそういうふうなことをやってほしいと思っており

ます。 

 語ろう会で住民から出た意見そのものを行っているところがあるということで

すから、ぜひ取り組んでいただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 実は語ろう会のその資料をきのうの夕方にいただきまして、

まだちょっと全部読んでないところもあるんです。またしっかり読まさせていた

だきたいと思います。 

 そして、今おっしゃられたとおりだと思います。今、行政はなかなかバンクに

登録して、本当登録してくれる方はすくないんです。ただ、今、滝波議員のお話

ですと、いろんなやることによって登録者がふえてくるということにもつながる

かなと思います。 

 高知県の事例もありますし、例えば尾道。尾道ではＮＰＯ法人が立ち上がりま

して、移住してきた人にＤＩＹ、大工道具をみんな貸してあげて、一緒にやって、

またそのＮＰＯがちょっと大きな、自分たちの商売に使えるようなのはＮＰＯ法

人がそこを改築してバックパッカーの人に泊まってもらったり、尾道はちょっと

観光客が多いというのはあるんですが、そういった方に泊まってもらうとかいろ

いろな各先進事例もあります。 

 やはり永平寺町でも空き家バンクが少ないから、実際少ないのがありまして、

結構問い合わせもあるんです。先日も東京の方が参ろーど沿いでにおいのお香と

か何かそれを永平寺でやりたいんだ、どこか空き家。そこで、宿泊をした何か施

設をやりたいんだっていうのがあったんですけど、なかなかマッチングする場所

がない。ただ、その方は一度永平寺町に、いろいろ何回かＩｏＴ推進ラボとかそ

ういったところに顔を出して永平寺町のことをもっとよく知りたいとも言ってく

れていますので、そういった方々、せっかくそういった意思がある方には空き家
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を利用していただくことによって一石二鳥の効果といいますかそういった効果も

できますので、またいろいろな視点から考えていかなければいけないと、本当こ

れは喫緊の課題だと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） あともう一つだけ先進事例、和歌山県那智勝浦町、色川地

区というんですか、定住者を受け入れるために振興推進委員会というのを、これ

は民間で住民が立ち上げました。そして、新しい方を受け入れようということで

やっております。その中に、各集落ごとに定住世話人を選任し、定住希望者との

信頼関係を築いて移住していただくということであります。平成３０年８月現在、

色川地区は全人口３２９人のうち１６５人が新しく定住してきた人であるという

ふうになっております。 

 この取り組みも、先ほど参加者から第三者委員会とか地域の方で何か組織をつ

くってはというような発想と同じ発想でやられているんだろうと思います。ぜひ

前向きに考えていただきたいと思いますし、決め手はやっぱり行政もそうですけ

れども、地域住民がいかにやっていただくか。それは地域課題をみずから解決し

ようということに尽きるんだろうと思います。なかなか時間はかかるかもわかり

ませんけれども、ぜひそういうような仕掛けをやっていただきたいなと思ってお

ります。 

 ３つ目に、では最後です。空き家とならないための予防推進というところで意

見をちょっと言わさせていただきたいなと思います。 

 本町はひとり暮らしの老人は５６４名であり、この大半が、言い方は非常に失

礼ですけれども空き家予備軍であります。語ろう会である集落で、もう２０年も

すると半分以上が空き家になる可能性があるというふうに言われた方がいらっし

ゃいました。私も自分の町内のことを考えますと、あそこもあそこも後継者がい

ない、空き家になってしまうのかなというふうに心配になります。それは多分、

皆さんも同じだろうと思います。今のうちに、所有者が健在のうちに、空き家と

ならないための予防推進を行わなければなりません。 

 この間の語ろう会の参加者からは、終活の講演と一緒に空き家の話もしてみた

らどうか。あるいは空き家についての窓口を一本化し総合窓口とし、相談に乗っ

てもらったらどうかというような意見が出ておりました。 

 行政の回答は非常にやっぱり寂しかったんですが、先進事例だけ一つ言わせて

いただきます。神奈川県の松田町というところです。本町と人口はほぼ一緒であ
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りますが、ここでは空き家をふやさないための取り組みを行っております。空き

家発生予防のための高齢者向けリーフレットを作成し、終活講演兼空き家予防講

演会を実施しましたと。多くの方が関心があり、自宅についてどうしようか家族

と話し合おうなどという参加者の声がありました。 

 このリーフレットは、専門家や福祉団体などを交えてつくったもので、見やす

く、理解しやすいものであります。また、この取り組みで子どもに負の財産を残

してはいけないという動機づけにもなったということであります。このリーフレ

ットの中にはチェックシートもあり、具体的にどう相談するかというのもありま

したが、ぜひ取り組んでいたただきたいのと、１点、空き家対策計画ありますか

ら、ぜひこの３つなんかも取り入れてぜひつくっていただきたいなと思います。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 早速その松田町、そこのリーフレットを取り寄せて、ちょっ

とお話を聞かせていただいて、うちの町でもそういった取り組みは本当にすばら

しいなと思いますのでやらせていただきたいなと思います。 

 それと今、空き家につきましてはＩｏＴ推進ラボでいろんな方が集まってきて

いまして、例えば今のエボリューション大使の桃田さん、山地区で１件、空き家

を借りていただきまして住んでいただいております。これはずっとではないかも

しれませんが、一つの拠点として借りていただいておりますし、今いろんな方が

集まってきて、桃田さんが、結構永平寺町の空き家快適やよって、みんなに空き

家に住んだらとも言ってくれていますし、またそういった広がりが見られると、

長期的な移住にはつながらないかもしれませんが、そういった点でも利用しても

らえるといいなと思います。 

 いずれにしましても、今回、滝波議員いろんなご提案とか情報もいただきまし

たので、町もしっかりとそういった情報、またいいことは取り入れる。また、う

ちの町に合ったやり方、そういったことをしっかりと取り組んでいただきたいな

と思います。 

 この空き家については年々、年々、社会の課題になっていくと思いますので、

総務課、建設課、またほかのいろいろな課と連携して、またこれもあわせてやっ

ていきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○５番（滝波登喜男君） ありがとうございました。 

○議長（江守 勲君） 暫時休憩いたします。 
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（午前１１時２３分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時３５分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、７番、奥野君の質問を許します。 

 ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） 最後になりましたが、最後といいますともう既に同僚議員の

ほうから同じタイトルといいますか項目で質問されている項目もありますので、

重複しないように異なる方向から、異なる切り口から考察と質問をさせていただ

きます。 

 まず、通告に入ります前に、９月の議会でお尋ねしました件につきまして、も

し方向性が出てきましたらお答えをいただけたらと思います。 

 ことしの４月１日から障害者雇用率が、法定雇用率が２．５％というふうに改

定をされました。その時点で本町の場合は最低でも１名不足と、完全に達成する

場合は２名不足という状況に陥っていました。そのことは既に行政もご存じのこ

とというふうに思いますが、その取り組みといいますか達成する方向といいます

か、予定はどうなのか。 

 それからもう１点、県の議会においても答弁されてましたけれども、国もそう

ですが県もそうでした。採用試験、障がい者の一般職員採用につきましての試験

の受験資格が、自力で来れることとか、あるいは受験資格自体に県の場合は身体

障がいに限るというような制限が付されていました。そのこと自体が既に障がい

の中でまた差別をするのかということで、国も県も改定といいますか、２月の採

用から改めるということにこれも報道もされていますが、本町の取り組み、これ

まで、あるいはこれからについてどうなのかお伺いします。もしお答えがありま

したらお願いします。 

○議長（江守 勲君） 総務課参事。 

○総務課参事（朝日清智君） ただいまのご質問につきましてお答えさせていただき

ます。 

 まずもって、私、ちょっと勉強不足によりいろんな数字関係につきまして勉強

不足でまともにお答えできないかもしれませんが、その点、ご了解お願いいたし

ます。 

 まず、１点目の法定雇用率達成のための過不足分の１名補う、２名補うという
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点ですけれども、まずこの点につきましては国、また県の目標達成の数値出てま

すので、積極的に障がいのある方の雇用ということで、来年度は正職員の採用は

ございませんので、非常勤職員、またそういった方の雇用の点で、その点補って

いきたいというふうな考えでおります。 

 続きましてもう１点、受験資格に障がいのある方というような表記につきまし

ては、以前は本町もそういった表記をしておりましたが、今後、福井労働局のほ

うからもご指導もありますし、国、県に倣ってそういった表記はないよう、もち

ろん障がいあるなしという考えでなくて、全ての方、受験資格、該当するような

受験資格ということで募集要項のほうは作成するように努めてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） ちょっと補足で、まだ総務課に来て１週間なものであれなん

ですが、うちは募集をするときには障がい者の方とかそういった方は今まで入れ

ておりませんでした。ただ、なかなかそれで来てくれる方が少ないというのもあ

って、どうやってやっていったらいいのかというのがこの前の９月議会の中でも

話が出ましたが、今、もう一度見直そうということで、働ける環境になっている

か。バリアフリーとかユニバーサルデザインとか、そういったのを今、９月の答

弁でさせていただいたのが、そういうコンサル、教えていただける人をお招きし

てやっていこうというふうにしております。 

 去年かおととしの法律の改定であと１名足りてないという状況が今、永平寺町

にありますので、それを何とか一日も早く１名でも２名でも解消していく、そう

いった方向をしっかりとっていきたいなというふうに思っております。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） ありがとうございます。 

 あと１名というのは小数点以下を切り下げて１名、それから完全に達成するた

めには２名、法定雇用率に対して２名不足しているはずです。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 障がい者の方も受験できますという表記はしてあったという

ことです。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） ちょっと話変わりますが、きのう、開発センターで障がい者
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の方、これは福祉保健課さんが開いた講演会で、わらい食堂の代表の方がご自分

の経験踏まえて、ある意味ピアサポートといいますか、そういうふうな自分の経

験を踏まえて、これからといいますか、今現在いろんな障がいで悩んでいる方に

対してお話をされました。非常に実際に体験された事柄でございますので、行政

の方々もたくさん参加されていましたが、いろいろ感じることがあったのではな

いかと思います。 

 その際にお分けいただいた第３次障がい者基本計画、第５期障がい福祉計画、

第１期障がい児福祉計画という小冊子でございますが、これは福祉保健課が基本

計画でまとめた内容として、「障がいのある人の就労支援・社会参加支援の充実」

あるいは「雇用・就労の促進」「町内の企業に対して、障がいのある人の雇用に

対する理解を促進し、雇用の拡大を図ります」というふうに大きな字で書かれて

います。そういうことで、もしかして福祉保健課さんのほうがこういうことの内

容に、事柄につきまして、もし先を走っていらっしゃるんでしたら、ぜひ総務課

さんのほうへそういう情報をお流ししていただきたいと思います。 

 それから、次、通告の１番に移りたいと思いますが、松川議員さんのほうから

最近の我が町の永平寺町の人口の動向がちょっと変わっているのではないかと。

もちろんそれはいい方向へということでございますが、確かに変わってきている

というふうに思います。たまたまといいますか、住基台帳ベースでは、１２月１

日も出ていますが、対前月比プラス１２と、それから１１月はプラス・マイナス・

ゼロ、１０月はマイナス８でございますが、この１０月の異動の要素、要因、動

態、自然動態、社会動態を比べてみますと、自然動態のほうが、お亡くなりの方

もあれば新しく出生される方もありますが、これが珍しくプラスの６というふう

になっています。長い間、ここがプラスというのは余りなかったように思います

が。それから、社会動態のほうは大学の方々、あるいは社会人の方々の就職、進

学等々で月によってプラスになったりマイナスになったりするという面がありま

すが、自然動態のほうがプラスというのは、我が町の、本町の子育て支援、福祉

の充実等々が、ある意味永平寺ブランドというふうになって、お若い子育て世代

の方々が、あるいはこれから子育て世代になるような方々が転入された、移住さ

れた結果ではないかというふうに、今後の動向が注目されると思います。 

 そうした中で、１１月に自動走行の実証実験で７３８人の利用者がありました。

これは報道によりますが。また、地元の方ももちろん参加されましたが、永平寺

への参拝、観光と組み合わせた利用もあったとのことです。観光客増加、地域の
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活性化にもつながる自動走行あるいはＩｏＴということでございますが、これま

でこの実証実験の過程でたくさんの人が本町を訪れて、本町の新たな関係人口づ

くりにもつながっていると思います。町長のいろんなご説明にあるとおりでござ

いますが。 

 そこで、今回の実証実験を経て、新たな展開や地域経済への効果がありました

のか。あるいはその点につきましてどういうふうに今現在ではお考えなのか、お

うします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 今回、１０月２９日から１１月３０日の１カ月間の

連続実証でございますけれども、産総研とまちづくり会社が約３，０００万の業

務委託契約を結びまして、まちづくり会社が中心となって進めたことにより、新

たな雇用ですとか、町内の飲食であったり、交流人口の増加、また町のＰＲなど

新たな経済効果が生まれています。例えば自動走行車両に保安要員として地元の

方に乗っていただいたり、交差点の安全確保といった点で地元の方も含めシルバ

ー人材センターの方々を雇用させていただいたといったこと。また、県立大学の

学生さんをアンケート調査の調査員としてアルバイトという形で雇用させていた

だいたり、また実証実験中のそういった方々の飲食関係、あるいは自動走行と祖

跡コースの登山というものを連動させましてイベント等を行いました。それに参

加した方の移動、輸送ですとか、あるいはその他いろいろな備品類、事務用品と

いったようなことも、全て町内の事業所さんのほうから発注し、購入をさせてい

ただいているといったことがございます。また、自動走行の実証期間中に注意喚

起の看板をつくったり、必要な車両の購入といったことも全て町内の事業所さん

を通して購入させていただいたりということがございます。 

 これら実証実験に必要な経費というのは、先ほどの業務委託の中なんですが、

全て国費で賄っているといったことで、それらも全てまちづくり会社から各個人

さんですとか事業所さんのほうにお支払いをさせていただいております。３，０

００万のうち約７００万が町内のそういった個人さん、事業所さんに直接的にお

支払いした金額ということになりますので、短期間でありながら新たな経済効果

があったというふうに判断しております。 

 また、今ちょっと議員さんおっしゃいましたけれども、福井市の女性グループ

の方が永平寺口駅から自動走行車両に乗っていただいて、終点の志比のほうまで

来まして大本山永平寺を参拝して、また自動走行の車両に乗って永平寺口に戻っ
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てこられて、そこでレストランで食事をしてお帰りになったといったような利用

の仕方もございました。 

 また、ラストマイルの自動運転シンポジウムということで先月２０日に県内外

からいろいろな関係者の方に来ていただいて、企業等の意見交換とか、それによ

ってそこに参加された方が飲食とか観光も含めていろいろな二次的な経済効果も

あったというふうに考えております。 

 また、そのシンポジウムに関しまして、参加された方々の意見としまして、発

表の中でまちづくり会社が運行に実際にかかわっていて、地元のまちづくり会社

が一体となってやっているというようなことが話が聞けて、また午前中、試乗会

もやっておりますので、そういったことが実際に体験できて非常によかったとい

うようなご意見もいただいております。また、前日には公道で１人の遠隔ドライ

バーによる２台の車両を運行する公道での世界初の実証実験も行っておりまし

て、その他いろんな町の取り組みを新聞、テレビ等、マスコミで取り上げていた

だくことによって町のＰＲにつながっているというふうにも思っております。ま

た、イメージアップ、情報発信ができているというふうに考えております。 

 あと、先ほどからお話出ていますけれども、モータージャーナリストの桃田さ

んが空き家に住んでいただいたりとか、そういった形で住民目線で肌で感じて自

動走行のつくり上げについて一緒に活動していただいているとか、カンザダ・あ

みる君が海外で永平寺町の自動走行の取り組みについてもＰＲしていただいてい

るとか、そういったことから非常に関係人口、交流人口がふえてきているという

ふうにも感じております。 

 こういった自動走行の取り組みをきっかけに、今後のＩｏＴ推進センターとい

うかラボの動きとして、四季の森の活用といったことで、次のまた経済効果とい

いますか、次の展開も見えてきていると思いますし、先ほど議員のほうからご紹

介ありました７３８人のうち平日に５１７名、土日、祝日が２２１名、そのうち

約６割が６５歳以上の高齢者の方ですけれども、全体の約半数が町内の方のご利

用といったことで、実用化に向けた社会受容性の向上に寄与できたのではないか

というふうにも考えております。 

 こういったいろいろな実証実験を通しまして、次の展開としまして、町としま

してはまちづくり会社の役割が非常に重要であるといったことも認識できました

し、また国の次の動きとして、さらに台数をふやして運行したりとか、さらに長

期の実証実験をやるとか、そういった情報も入っておりますので、次の展開とし
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まして実用化に向けたそういった受容性に重視したサービス実証といいますか、

そういったことを展開していきたいということで、さらに国のほうに働きをかけ

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） 今いろいろご報告、ご説明をいただきましたが、次の質問に

も関係しますけれども、我が町を貫いていますえちぜん鉄道、ここの乗客は今年

度も途中までですけれども順調に伸びているということで、これも福井新聞に報

道がされていました。今、自動走行運転の今後の展開によって、これは朝井議員

さんのほうからも質問がありましたが、免許証返納後の支援策、高齢者の運転免

許更新等々につきまして、私も実はそういう自動走行車両が免許返納に利用でき

るといいなというふうに思っている一人であります。 

 この今実験を重ねています自動運転の車両が、完成形として私たちが利用でき

る時期というのはいつごろというふうに見据えていらっしゃるんでしょうかお伺

いします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 実用化につきましては、今回の連続実証により見え

てきたことが幾つかございます。利用者からの視点でいいますと、乗車人数の問

題ですとか、速度の問題、車両が交差点で一旦停止する場合のそういった反動的

な問題もございます。また、運行する側としましては、法整備ですとか車両の本

体の価格の問題、代金の決済とか、予約管理、運行管理といったアプリの導入と

いったことを今後詰めていきながら、永平寺参ろーどの区域の中で、場合によっ

ては区域を限定しましてできるだけ早い時期に実用化を図り、さらに段階的に範

囲を広げていきたいというふうには思っております。 

 国のほうは２０２０年をめどに一部地域で自動運転の実用化を目指すとしてお

ります。町としましても国の動向を見ながら取り組んでまいりたいというふうに

考えております。 

 自動走行に関しましては、先ほど申し上げましたが受容性を重視した実証実験

というものをさらに展開していきたいというふうに考えておりますし、また自動

走行と関連はしますけれども別の動きとしまして、きのうからお話出ていますサ

ービスとしてのモビリティということでＭａａＳというような考え方の中で、今、

それぞれの事業体の方がそれぞれに車両を持って、いろんなサービスを提供され
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ていますけれども、それを例えば集約して、車も集約して、そういった形でサー

ビスが提供できないかといったようなことで、地域の課題をモビリティによって

どう解決していくかといったようなことが国のほうでも動きがございます。そう

いった中で、そのためにはどういった課題がそれぞれにあって、それぞれが抱え

ていてというようなことを情報を共有するといったようなこともこれから必要に

なってくるかと思います。 

 そういったことから、いろいろな町内のモビリティ関係の事業者さんと住民の

方々が意見交換をできるような場、そういった場を今後計画しながら新たな展開

を進めていきたいというふうに思っているところです。 

 いずれにしましても実用化はいつかというのはちょっとなかなかこの場では明

確にはお答えできませんが、自動走行、永平寺町にとってはこれからの少子・高

齢化、高齢化社会にとっては非常に重要なツールになってくると思いますし、ま

た新たな動きの中で永平寺町全体をオープンラボというような形でいろんな実証

実験ができる場として今後発展させていきたいというふうに考えております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これはずっと今、自動運転に取り組んできまして、今また次、

新たな展開を迎えようとしています。２つ出てきまして、まず実用化に向けてこ

の永平寺町でいろいろな法律を改正するための実験。それともう一つ、今回いろ

いろコミュニティバスとか、それから地域が抱えている高齢者の移動であったり、

そういったものを解決するＭａａＳ、モビリティ・アズ・ア・サービスというん

ですが、これは自動運転を全部で使うのではなしに、自動運転も公共交通も既存

の公共交通、そして地方ではどうかわかりませんが個人が所有している車であっ

たり、そういったものの乗り合い、こういったものを確立をしていこうという、

この２つの方向性が今出てきております。また、国もこの２つのやり方、取り組

みを、別々な形で取り組んでいこうというふうになっています。 

 永平寺町ではエボリューション大使の桃田さんが主導になりまして、いろんな

企業さんを今、永平寺町に来ていただいて、一緒にこのＭａａＳを確立していこ

う。先日もトヨタさんが来られまして、今の新しい形のコミュニティバスといい

ますか、小さいやつをもっと細かに走らせるサービスが今、日本の何カ所かでで

きてきている。それを永平寺町でどうですかとか、日本郵政は今、人が不足して

いて、どういうふうにして配達をしていったらいいか。そのかわりではないんで

すけど、ＭａａＳに組み込むことによって、例えば郵便局を待合の場所にできな
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いかとか、郵便局を拠点に人を動かせないかとか、いろいろな提案、いろいろな

企業さんが集まってきて行おうとしています。 

 ただ、ＭａａＳが確立してこの町に落とし込まれるのもいいことなんですが、

もう一つはやはり経済効果、どういうふうにして地元の商売されている方、農家

の方が、永平寺町に訪れている方と結びついて新しい発想であったり、アイデア

であったり、コラボレーションができればもっといいんですが、そういったこと

ができるか。それが今、ＩｏＴラボでやろうとしていることです。 

 いろんな企業さん、本当に地域の方とこうやって話して、話せば話すほど永平

寺町に愛着を持って、また永平寺町の細かなことまで理解をしていただく。そこ

には最先端の技術を持たれたＩｏＴの方とかいろんな方が来ますので、例えば農

家の方がそこに来て、これからどういうふうにやったらいい、相談に乗って、担

い手不足の解消の新しいヒントをもらうとか、そういったこともできればいいな

と思っておりまして、今やはり産業をつくる、人が集まってくるところには人が

集まってくるという好循環をつくっていこうというのが大きな目的にもなってい

ますので、この自動運転、今、世界からもちょっと注目されるようになってきま

したので、どんどんどんどん取り組んでいって、民間、また国と連携して取り組

んでいきたいと思っております。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） では、次の質問に伺いたいと思います。 

 先ほどえち鉄の乗降客がふえているということでございますが、私が永平寺町

内での駅の乗降客の利用者はどうなっているかということでございますと、まだ

半期、四期の半期しか実数は出ていませんけれども、それによりますと全１１の

駅の合計では若干の減、微減。ただし、伸びている駅が４つあります。観音町、

永平寺口駅、光明寺、山王で、先ほどからＩｏＴとか自動走行の実験セミナー等々

を踏まえて、やはり永平寺口駅が伸びているのもそういう関係人口といいますか、

そうような方々の利用、あるいは自動走行に私も乗ってみたいというようなこと

も効果があったのかなというふうに思います。 

 ２番目でございますが、自動走行でそれぞれの集落を自動走行の車両が、モビ

リティがつないで、ある程度生活サービスとか病院とか医療とか学校とかのある

拠点、これまでも数名の議員さんが飯南町の視察を踏まえて小さな拠点というふ

うに言われていますけれども、この小さな拠点、日常的な生活サービスをそこで

受けられるといいますか、利用できる拠点までをラストワンマイルといいますか
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ラストマイルといいますか、それで利用したとして、その小さな拠点同士を何で

結ぶかということになりますと、拠点をつなぐ生活、公共交通といいますか、そ

れはやはり本町の場合は電車、えちぜん鉄道でないかと思います。ちなみに大ざ

っぱに言ってみても、例えば上志比地区の小さな拠点、永平寺地区の小さな拠点、

松岡地区の小さな拠点、乗降客の規模もそれぞれありますけれども、その拠点同

士を結ぶのはやはりえちぜん鉄道ということになろうかと思いますが、その小さ

な拠点づくりに取り組んでいる島根県の飯南町。 

 飯南町の、先ほど滝波議員のお話にもありましたが、島根県中山間地域研究セ

ンター、これはもちろん中国地方５県の共同研究センターとなっていまして、各

県へ指導なさっている研究機関であります。例えて言うと、本町においては県立

大学の地域経済研究所がもしかしてそういうふうなことも担っていただけるのか

なというふうに思ったりもしておりますが、飯南町は人口５，０００人を割って

おります。四千九百数十人でございますが、明るい兆しとしては中山間地域のほ

かの中国地方の地域でも同様の傾向にあるようですが、田園回帰といいますかＵ

Ｉターン者が増加傾向にあるということです。平成１８年から運用してきた空き

家バンク制度は、平成２３年からは地域内の資源、地域資源を有効活用するため

に空き家以外にも空き地、空き店舗、空き農地等々も登録して、地域資源情報バ

ンクとしてリニューアルしました。現在、登録は１２０件だそうです。地域にあ

る遊休資産の有効活用を図っています。それから、９月以降でも５つの物件が新

規登録をしている。ホームページで見れますけれども。こうしたこの地域資源情

報バンクは、飯南町の定住支援センターが月額幾らとかの支援金つきの農林業定

住研修制度や６泊６，０００円の田舎暮らし体験コース、お試し住宅とかのいろ

んな仕掛けをして、田舎暮らしを体験したいという希望者やＵＩターンを考える

人、あるいは町内で住宅を探している人への情報提供と定住する場合にいろんな

戸惑い等々にぶつかる場合の定住支援に当たっているそうです。 

 中山間地域でのこれ以上の人口流出を食いとめ、一層の田園回帰を進めるため

にも、教育、医療、生活機能、生活交通、地域産業、住む機能の集積というふう

な集積したエリアを小さな拠点と呼んでいます。この小さな拠点に地域包括ケア

システムの医療、介護、サービスも重なって、地域住民の日常の地域経済循環が

回る体制を構築して、あわせてＵＩターンの呼び込みを行っているという状況で

ありました。 

 今後、本町においてラストマイルが自動運転車両が実現しても、小さな拠点と
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小さな拠点を結ぶ、先ほど申し上げましたが地域公共交通機関はえちぜん鉄道、

我が町の場合はえちぜん鉄道ということで、鉄道の場合は気象とか交通渋滞とか

いうふうに時間が左右されることもなく、こうした小さな拠点を結ぶ横串を通す

のがえちぜん鉄道だというふうに思います。 

 これまでも町内の駅における利用者の危険な箇所、特に交通弱者の高齢者、障

がい者の方々の何とかしてほしいという声を、同僚議員とともに行政にお届けし

てまいりました。行政からは、対策を調査する、あるいは鉄道事業者に強く改善

を申し上げるとのご回答をいただいてきました。 

 そこでお伺いします。志比堺駅の断崖絶壁の昇降階段、松岡駅の福井方面行き

電車の車椅子使用者の締め出し状態、観音町駅の常時満車状態のパークアンドラ

イド用パーキングなどなどの改善対策は、事業者からどういうふうな回答を得て

いるのか。あるいはその現状に対して前進しているのかどうか、取り組みをお伺

いいたします。 

○議長（江守 勲君） 総務課参事。 

○総務課参事（朝日清智君） 今ご質問の３駅の改善対策、これが前に進んでいるか

どうか否かということのご質問ですが、まず志比堺駅、これの断崖絶壁の昇降階

段ということで、私も現場のほう見に行って、私も現場も少しかかわったことご

ざいますので、これをどういうふうに改善していただけるんであろう、また改善

していかなければならないんであろうということで思っておりましたが、これに

つきまして実は最近ですけれども、えちぜん鉄道さんのほうから案ということで

ちょっとした図面が出てまいりました。この図面につきましては、まだいただい

たばかりですので、中身についての検討はこれからになります。当然、用地のこ

ともあると思いますし、そういったことを含めながら新たな昇降階段がそのよう

なものでいいのかどうかということも含めまして、できるだけ早く練りまして形

にしていきたいと考えております。 

 続きまして、松岡駅の福井行きホームの件でございますが、これにつきしても

２年前、未来会議さんのほうからご提案をいただきまして、現地のほうで介助移

動機器、クローラー、キャタピラーがついたようなやつでの昇降という現場検証

というのを二度行っております。その際、オペレーターが、介助する方が必ず講

習を受けていないといけないとか、また天候によっては使えないとかということ

がございまして、それ以降、これに関しましては何も動いておりません。ですが、

こういったハード面でも課題が出てきておりますので、また違った角度からどう
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いった解決策があるかということを再度えちぜん鉄道さんと協議して進めてまい

りたいと考えております。 

 最後に、観音町駅。こちらのほうですが、本年度、観音町駅の西側に軽自動車

が五、六台とめられるような駐車場を整備しております。これにつきまして、駐

車場の満車状態を少しでも改善できるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） 志比堺駅の改善案が出てきたということは非常にうれしいこ

とだと思います。それから、松岡駅は前進なしと残念な気もいたしますが、それ

から観音町駅に軽自動車が何台分かの駅の西側に、空き地を整備したということ

ですけれども、あれも結果といいますか経緯を言いますと、そういうような状態

にあるということに非常に心を痛められた方が、じゃ、私のところあいているか

ら使ったらというお声をいただいて、我々もあちらこちらで現状何とかならない

かというお話をしてまいりましたが、その中でそういう声をいただいていました。

結果的にはその方の土地ではなかったということでございますけれども、半歩前

進という意味では半歩前進。今お伺いしているのは、竹やぶの前のあそこがもう

少し何とかしていただきたいということでございますので、ターゲットはそこへ

置いていただきたいと思います。 

 それから、これは皆さん、ネットでどなたも見られると思いますが、国土交通

省が数値を出していると思うんですけれども、それをマーケティング会社ですか、

平成２９年度の駅別、日本全国です。駅別乗降客数のデータを表にしています。

それの福井県版を見ますと、クイズと言ったら失礼ですけれども、勝山が１日乗

降客数は７７２人、えちぜん鉄道の福井駅は６，１４５人ですが、福井鉄道の鯖

江の神明駅６５８人、これ県内の乗降客数の順位、１番からいくと２０位です。

それから越前大野は、これはＪＲですけれども５１４人、２９位。そういう順序

で出てきていますけれども、では２０位の神明駅に対して６５７名と、１名違い

で２１位にランクされている駅はどこか、想像ですけれども、当てずっぽうでも

おっしゃっていただけたらと思いますが、県内２１位。 

 神明の駅ってご存じですか。結構大きな駅ですよ、あそこ。駅の前にバスのロ

ータリーがあって、マイカーの人はそこでおろしたり乗ったりしているんですが、

自転車置場も大変な広い部分がありまして、福井鉄道は低床車両というかあれを

使っていますので、ホームもちょっと低くはなっていますけれども、かなりのに
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ぎわいといいますか、バスの発着、あるいは交通の一つの要衝になっている。そ

こが６５８名に対して、１名違いで２１位になってしまった駅は何を隠そう、隠

す必要はないんですけれども観音町駅です。６５７名。 

 ところが、駅の状況を見ますと、観音町の駅にはバスのロータリーのあれもあ

りませんね。駅へ来た人が乗りおりするロータリーといいますか設備もありませ

ん。それから、自転車置場にはにっちもさっちもいかない、ぎゅうぎゅう詰めで

自転車が入っています。パークアンドライドのパーキングは先ほど言われたよう

な状況でございます。せっかくの県内２１位、神明の駅と比べて全然遜色ないこ

の駅を、もう少し優しく、優しい何とかと、きのうのショウガイ福祉課のあれに

も書いてございますけれども、駅にも少し優しくしていただけたらなというふう

に思います。 

 あとは参考までに申し上げますと、永平寺口は４５０名、松岡駅は４３５名。

松岡駅は長期低落傾向といいますか、だんだん下がってきています。事実ですか

ら、仕方ないと思いますけれども。 

 そういうふうな現状を踏まえた上で、ぜひラストマイル、自動走行運転で小さ

な拠点へ集まった人たちの利便性確保のためにも、小さな拠点同士を結ぶ生活駅

の整備にもう少し意を用いていただけたらなというふうに思っているきょうこの

ごろであります。 

 それで、一応総務課さんからご回答いただきましたので、今後のまた交渉も期

待しまして、次の質問に伺いたいと思います。 

 第２次永平寺町総合振興計画に掲げる平成３３年の入り込み観光客、ここには

１０２万人という計画、数値目標を掲げられました。ところが、もう既に大きく

それは達成しているということ、事務報告を見てみますと、ということでござい

ますが、当然、計画作成時点で想定していた観光スポット、入り込みするスポッ

トの合計から目標をつくられたんだと思いますが、その後に観光スポットができ

たことにより大きくその数値は計画以上のものとなっています。 

 こういう中で、その目標設定についての考え方も含めて、ことしの上半期まで

の本町への観光入り込み客数とインバウンド、訪日外国人観光客数の数値、推移

をお聞かせください。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（清水和仁君） 本町の観光入り込み数は、平成２７年７７万６，０

００人、２８年には３月に道の駅禅の里がオープンしたことによりまして１２０
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万６，０００人、２９年は１１４万６，０００人となっております。ことしに関

しましては、きのうもお伝えしましたけれども１０月までの１０カ月では８３万

３，０００人、前年度比１０万人ほど減少しているような状態ですけれども、年

間の入り込み数は１０５万人程度と見込んでおります。 

 主要観光地であります大本山永平寺に限りますと、平成２７年は北陸新幹線開

業の効果もあり５８万１，０００人とふえたということですけれども、５６万人、

５２万人と減少してきているというふうな現状でございます。ことしは２月の豪

雪、夏の猛暑などがあり、１１月までで４６万９，０００人となっており、年間

入り込み数は５０万人弱と考えています。 

 しかし、国体終了後、１０月、１１月、終了した後の日にちで見てみますと、

前年度比で１０％以上の伸びを示しておりますので、増加傾向にあるというふう

に考えております。 

 ちなみに道の駅禅の里については、オープン初年度となる２８年は４１万５，

０００人、昨年は３８万７，０００人ということになっております。 

 外国人入り込み数につきましては、大本山永平寺参拝者数のみの数字というこ

とでお願いしたいと思いますけれども、２７年１万１，７５４人、２８年１万１，

２８３人、２９年１万４，６３６人と着実にふえてきております。ことしに関し

ましては１１月までで１万４，２１７人ということで、２月の中国の春節に伴う

連休の入り込みが豪雪の影響で減少した影響というふうなことなどもあったにも

かかわらず、年合計では前年比１，０００人程度の増加になるんではないかと見

込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） その中で先ほどお伺いしましたのは、目標設定をどう更新し

たかということでございますが、その件と、今のその数値が事業報告の数値と何

千人かずつ違っているのはなぜでしょうかね。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（清水和仁君） まず、目標設定に関しましてですけれども、１０２

万人の目標設定。これにつきましては、目標値を設定した平成２７年においては

道の駅禅の里オープン前であったということ。そして、道の駅の来場者数の目標

設定は２５万人と聞いておるんですけれども、それを目途に目標値を定めていた

ということでございます。結果、道の駅禅の里が大幅に来場者数があったという
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ことで、現状でそれを超えているというふうな結果でございます。それはうれし

い限りではございますけれども、先ほど申し上げました大本山永平寺の数が下が

っている点、それと道の駅についても当然最初の年はオープンと、真新しさもあ

って来場もあった。その後、中部縦貫自動車道が開通したことにより、若干その

通りを通る車の量も減ったということで来場者数も減ってきている。そういう部

分もございまして、全体的には減っている傾向にもございます。 

 まだ、先ほど申し上げましたように１０２万人は超えているような現状にはな

ると思いますけれども、私どもとしては大本山永平寺の参拝客数をふやす目標も

ございますので、公にしている数字ではございませんけれども、私どもとしては

１２５万人を目指して、目標として頑張っていきたいというふうに思っておりま

す。 

 あと、先ほどの細かい数字ということに関しましては、今ちょっと比べる数字

を持っておりませんのであれですけれども、一つ考えられるのは、観光の世界と

いいますか、暦年で数字を上げていますけれども、事務報告等では年度で上げて

いるものもあるということで違いがあるんではないかなというふうなことは考え

られます。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） １０２万人を公にはしていないけれども私どもでは１２５万

人あたりを考えているということでございますが、これは町の総合振興計画に掲

げた数字ですから、これやはり年度年度で、環境が変わればＫＰＩもやはり変え

ていく必要があると思いますので、これは公にせずに自分たちだけで持っている

んじゃなくして、ぜひ議会のほうへも報告していただきたいというふうに思いま

す。 

 それから最後にもう１点お聞きしますが、商工観光課さんのほうも十分ご承知

だと思いますが、既に勝山の道の駅が工事に入っております。ここの影響をどう

考えているのか。あるいはその対策といいますか、あるいは連携をとる場合もあ

るでしょうし、対抗策を打ち出す場合もあるでしょうし、勝山の道の駅、規模は

かなり大きいようでございますけれども、これについてはどういうふうにお考え

でしょうかお伺いします。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（清水和仁君） 勝山の道の駅につきましては、私どもも詳細までは
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あれですけれども、かなり大きい大規模なものと聞いてございます。当然、恐竜

博物館ですか、１００万人程度の来場者数がある建物からの流れで道の駅禅の里

のほうに来るお客様も大勢おられるというふうな状況の中で、その途中にできる

道の駅ということで、本町のほうの道の駅のほうもかなり危惧をしているという

ふうなところにございます。 

 運営をします会社とも話をしているんですけれども、まずはその辺も考慮しな

がらオリジナル商品であるとか、サービスであるとか、あとイベントであるとか

というところをかなり強化していきたいというふうな思いを持っているようでご

ざいますし、私どもとしても当然、周遊滞在型の事業とか、インバウンドとか。

インバウンドは直接関係ないかもしれませんけれども、そういうふうなところで

勝山市とも連携をしているところでございます。その事業の中でも道の駅を使っ

たものであるとか、サイクリングツアーであるとか、いろんな連携もとってござ

いますので、その辺で来場者数をできるだけふやしたいとは思っていますけれど

も、道の駅のほうも先ほど来場者数減ったと申し上げましたけれども、実は売り

上げはそんなに減ってございません。そういうような自助努力を重ねておられま

すので、その辺もまた私どもも支援をしていきたいかなというふうに思っており

ます。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 道の駅につきましては、４１万５，０００人が昨年３８万７，

０００人。実は中部縦貫自動車道が開通するのがわかっていまして、交通量は３

割減るという推計も出ていました。実際開通しましたら３割減りました。ただ、

本当に指定管理を受けていただいているきらりさん、いろいろな企業努力をして

いただきまして、３万人程度の減で抑えていただている。また、売り上げは維持

していただいているということもあります。 

 これ、僕もよく道の駅でお話を聞くんですが、平日のリピーターの方が結構お

客さんで多い。飲食が非常に好評でおいしいとか、またちょっとお土産でそこに

しかないものを買っていく。そういったことも聞いておりまして、本当にきらり

さん、いろいろな形で企業努力をしていただいております。 

 ただ、今、勝山の道の駅がオープンすることによって影響はないとは言えない

と思いますが、またきらりさんと一緒にどういうふうなことをしていけばいいの

か、また新たないろいろなアイデアとかそういったことも聞きながら進めていき

たいなと思います。 
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 上志比地区のここのきらりさんは本当に一生懸命やっていただいているという

ふうに評価もさせていただいております。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） 済みません。勝山と連携をとっているということで、ちょっ

と質問を一つ飛ばしたのを思い出しました。 

 先ほど商工観光課長がおっしゃられました大野・勝山・永平寺観光推進エリア

創出計画、それからまた別に福井のほうとは福井・永平寺周遊滞在型観光推進計

画というのをともに推進されていて、こちらについては１７０万ほどの予算、そ

れから越前加賀インバウンド推進機構、これは坂井市やらあわら、加賀市等々も

含めて、勝山も入っていますが共同してやっております。９５０万の予算ですか。

そういうふうな中で、こういういろいろやっている中での投資効果というか、そ

こはどういうふうに認識されているでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（清水和仁君） 投資効果とおっしゃっておられましたけれども、現

状、事業が始まってことし３年目ということで、初年度は計画づくりでございま

した。２９年から事業としては開始されたわけですけれども、本当の事業の中で

も、また計画をつくってきたものというふうなものとか、あと例えば観光客の皆

さんに喜んでもらえるメニューづくりであるとかというふうなものをつくってき

たということが、その年度の最後に仕上がったというふうな形で、まだ現状とし

て数字にあらわれる効果としてはできておりません。今のところ、まだその準備

段階というふうなところかなというふうなことがございます。 

 まだあと３４年までですか、時間がございますので、年々と整備をしながら、

入り込み数にもつなげていきたいというふうに思っております。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） この投資効果といいますか、効果は入り込み観光客がふえる

ことが効果の一つの指標だと思いますけれども、最後にちょっと、前にお話しさ

れていたと思いますけれども、今、永平寺町内に免税店、タックスフリーの店舗

は何店舗ありますか。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（清水和仁君） 私が知っている範囲では今のところ門前等にはござ

いません。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 
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○７番（奥野正司君） では、次の質問に移ります。 

 空き家情報バンク、先ほど飯南町でも触れましたが、この永平寺町版をどう今

後展開するかということについてお伺いをしたいと思います。 

 飯南町で、先ほど滝波議員のほうからもいろんな全国の取り組みについて紹介

がありましたが、先日の福井新聞にも出ていましたけれども、空き家情報バンク

の登録数は、福井市、坂井市あるいは近隣の市と比べると、我が町は残念ながら

低いというのが実際だと思います。３１２件のうちの２８０件が空き家というこ

とでございますので、この中には廃屋は別ですから使える空き家ということだと

思いますけれども、ぜひ登録を推進していく政策が必要だというふうに考えます。 

 また、建設課さんのほうから平成３２年度からは事業活用タイプも取り入れた

空き家情報バンク、あるいは利活用の推進を図るということが先日の議会と語ろ

う会の資料でもいただいたところでありますが、飯南町的な空き家だけに限定せ

ずに空き地も、あるいは遊休農地も、あるいはその他そういう住まいに関する地

域が持っている活用できる資源を横断的にといいますか総合的に登録して、それ

を外へ発信する機関、センターとして、移住定住支援センターというふうに衣が

えをして、そこで情報の受け入れ、発信、あるいは相談に来られる方、相談の問

い合わせに対してお答えする、あるいは情報提供するというふうな、各課ござい

ますけれども農林課さん、あるいは商工観光課さん、あるいは総合政策課さん、

住民生活課さん等々の連携を保って、空き家を含む地域資源の利活用の情報発信

機関としてリニューアルといいますか新たな組織編成、担当編成といいますか、

そういうふうなことは考えられませんか。 

 これはやはり今、ＵＩターンが中国地方の中山間地域でも増加傾向にあるとい

うことでございますけれども、別に中国地方でなくても石川県や富山県でも同様

な傾向があります。福井でも３月といいますか新卒者の帰ってくる率が三十何％

だったとかいうふうに報道されています。 

 空き家情報バンクを総合情報発信機関としてリノベーションするということに

ついてはどういうふうにお考えでしょうかお伺いします。 

○議長（江守 勲君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 町といたしましては、これまで幾つかお答えしておりま

すように、何とかして空き家の利活用を推進するためにバンクの登録数をふやし

ていきたいということを最重要の課題といたしまして、来年度も空き家計画の策

定でありますとか、所有者への働きかけを行ってまいりたいというふうに思って
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おります。 

 ご提案いただきました空き地を含めたバンクということにつきましては、これ

は県内でも既に空き地込みのバンクをつくっている自治体もございますし、特措

法でも空き家等という等の中には敷地も入るということもございまして、本町で

も今後、空き地を含めたバンクということを導入していきたいなというふうに考

えておりますので、それに向けて検討に入りたいというふうに思います。 

 また、定住支援センターと申しますか、全国いろいろなところで移住、定住を

促進するＮＰＯ法人とかが活躍されておりまして、そういうようなところがふえ

てきておるわけですけれども、空き家の物件のマッチングですとか、現地の案内、

移住後の就職先のあっせん、また地域コミュニティなどの相談窓口、アフターケ

アなんかを対応していくためには、どうしても先ほどもありましたけど行政だけ

の力ではちょっと限界がありまして、やっぱりフットワークの軽い民間の力が必

要になってくるかなというふうに思っております。 

 町もいろいろ補助制度とか定住促進の制度やっておりますけれども、今後、そ

ういったソフト的なものも含めました総合的な移住、定住支援を担っていただけ

るような民間のお力も必要になってくると考えておりまして、先進自治体の取り

組みとかを参考にして基盤づくりをしていきたいと。 

 今の空き家バンクをリニューアルするか、空き家バンクを含めた何か総合的な

ものをつくっていくかということもこれから考えていきたいなというふうに思い

ます。 

○議長（江守 勲君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） 農林課から１点だけ、空き家バンクの中で遊休農地の貸

し出し紹介ということもございますので、ちょっと前向きに考えていることだけ

ご報告します。 

 実は農地利用の売買とかこういったものは農地法に規定されておりまして、本

町の場合ですと取得後、面積が３，０００平米ないとだめだとか、一部２，００

０平米ということになってございますが、これがちょっとクリアしないと許可で

きないという点がございます。ただ、都市部から地方への移住希望者において農

地を取り入れた暮らしに非常に関心が高まっているということから、他の自治体

では空き家に付随した農地に限ってなんですが、これを取得する場合には農地取

得の面積を引き下げるといった対応しているところがございます。県内において

も既に４市町が実施してございまして、それと今後予想されることなんですが、
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現在あるんですが、農地所有者が死亡したことによって空き家になると。それか

ら、農地も残ってしまうということがございまして、これの遊休農地の未然防止

にもつながるということから、こういったことを今後、先進の市町の状況を見な

がら本町においても前向きに検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） 最後に、これは通告には書いてございませんが、きょうでし

たかきのうでしたか報道されていました県が今度、東京の交通会館かあそこでＵ

Ｉターンの相談会、各市町が持っている情報提供と、それから来られた方に対す

るいろんな支援策等々を説明する相談会を開くと。それに参加するのが１５市町

ですから、県内の１７行政機関のうち１５が参加しているわけですから、当然我

が町も参加しているとは思いますが、これのこれまでの参加実績といいますか、

どれくらいの頻度で開催されているのかお教えいただきたいと思います。 

 何名かの議員が報告しました飯南町のほうでも定住支援センターはそういうふ

うな、例えば大阪へ行ったり、相談会といいますか都市部でも開いています。今、

報道にありました東京の交通会館でのＵＩターン相談会は我が町は参加している

のかお伺いします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 移住、定住に関しますＵＩターンの相談会につきま

しては、昨年は東京のほうへ出向いております。今回は１１月に大阪で行われま

したふくい移住フェアのほうに参加しておりまして、東京のほうにはちょっと参

加しておりませんが、そこでいろんな相談を受けた件数につきましては、参加さ

れた方は結構いらっしゃいますが、直接永平寺町のブースで相談された方という

のは３名でございます。 

○議長（江守 勲君） ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） 以上で私の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（江守 勲君） 以上で、通告による質問を終わります。 

 お諮りします。 

 一般質問はこの程度で終わりたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。 
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 これにて一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ０時４０分 休憩） 

────────────── 

（午後 ０時４０分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開します。 

 これをもちまして本日の日程は全て議了しました。本日は、これをもちまして散

会したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。 

 本日はこれをもって散会することに決定しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 なお、あす１３日は午前９時より本会議を開きますので、ご参集のほどよろし

くお願いします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

（午後 ０時４１分 散会） 

 


